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湯沢市の相談支援機関の再構築と体制整備 
日本の社会保障制度は、介護保険制度、障害者支援制度、児童福祉制度、生活保護制
度、生活困窮者制度など、制度ごとに相談支援機関が設置され、制度別の専門職化が図
られ、制度ごとの相談機能が確立された。 
今後は、この相談機能が、湯沢市内で連続性のある体制整備を明確に再構築し、全体を
コーディネートする相談支援包括化推進員を配置し、地域包括支援体制をモデル的に構
築する。 
湯沢市が関係機関に地域包括支援体制を明確に位置づける体制をつくる 
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介護保険制度 
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生活困窮者自立支援制度 
自立相談支援機関 

障害者総合支援制度 
基幹相談支援センター 

多様・複雑なニーズを抱えるケースで、各協議の場で困難ケースとなっ
たものについて、相談支援包括化推進員による総合調整 （総合的な調
整の場の設定） 

相談支援包括化推進会議 

指導・助言 
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各制度の相談支援従事者が、専門職
としての視点で、多方面の視点から困
難ケースの調整を図る。 
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児童福祉、虐待・ 
自殺対策等 

湯沢雄勝地域包括支援ネットワーク協議会の相談支援部会に 
発展的に移行していくことを視野に試行 








